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 「建築物の衛生的環境の確保に関する法律（建築物衛生法）」施行令第２条第１号ニに規

定する空気調和設備を設けている場合、厚生労働省令で定めるところにより、病原体によっ

て居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置として、施行規則第３条の１８

第１号から第５号が規定されています。 

しかしながら、冷却塔及び加湿装置への供給水の維持管理を具体的に規定した条文はあり

ません。東京都では、供給水として水道水を使用する以上、末端まで同等の水質が維持され

るべきものとして、空気調和設備への給水系統についても、良好な維持管理を行なう必要が

あると考えています。 

そこで、より良い衛生的環境を確保していただくため、空調機管理の一環としてこれら供

給水の維持管理については、次の内容で実施していただけるようお願いいたします。 

 

１ 冷却塔供給水 

  水質検査：水道法第４条に規定する「一般細菌」「大腸菌」の項目を年１回補給水槽か

らの管延長が最長の冷却塔補給水口で実施 

       時期は、冷却塔使用開始時（通年使用の場合は７月から８月）が望ましい。 

  補給水槽：前記水質検査で基準を超過した場合に槽内清掃を実施 

       清掃方法は、飲料水受水槽の方法を準用することが望ましいが、容量などを

考慮し、実施可能な方法とする。 

 

２ 加湿装置供給水 

  水質検査：補給水槽清掃後に水道法第４条に規定する「一般細菌」「大腸菌」の項目を

年１回補給水槽からの管延長が最長の加湿装置ノズル部で実施 

       （蒸気加湿の場合は実施不要） 

  補給水槽：加湿装置使用前に年１回の定期清掃を実施 

       清掃方法は、飲料水受水槽の方法を準用することが望ましいが、容量などを

考慮し、実施可能な方法とする。 

 


